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計算書類に対する注記（法人単位）

１ 継続事業の前提に関する注記

  該当なし

２ 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

 ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

 イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

  ア 建物付属設備、車輌運搬具、器具及び備品：定額法

  イ リース資産

  （ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

    自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

  （イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

    なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のもの
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（３）引当金の計上基準

  ア 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当期末に在籍する全職員が自己都合により退職し

た場合の要支給額を計上している。

  イ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給のため、翌期に支給する賞与見込額のうち当期の負担に属す

る額を計上している。（賞与支給分及び法定福利費分）

  ウ 徴収不能引当金

     金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不

能引当金として計上している。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを

計上しないこととしている。

３ 重要な会計方針の変更

 該当なし

４ 法人で採用する退職給付制度

（１）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（２）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（３）社会福祉施設職員等退職手当共済
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５ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

 当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）法人単位の計算書類（第 1号第 1、第 2号第 1、第 3号第 1様式）
（２）事業区分別内訳表（第 1号第 2、第 2号第 2、第 3号第 2様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1号第 3、第 2号第 3、第 3号第 3様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第 1号第 3、第 2号第 3、第 3号第 3様式）
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

  ア 地域福祉活動拠点（社会福祉事業）

  （ア）法人運営

  （イ）広報啓発

  （ウ）地域たすけあい

  （エ）介護者支援

  （オ）日常生活自立支援

  （カ）暮らしのあんしんサービス

  （キ）福祉総合相談

  （ク）成年後見支援センター

  （ケ）地域福祉計画推進

  （コ）ボランティアセンター

  （サ）老人福祉センター

  （シ）生活福祉資金

  （ス）助け合い資金貸付

  （セ）退職手当積立基金

  （ソ）ふれあい福祉基金

  （タ）ボランティア活動振興基金

  （チ）地域福祉課みなみ出張所

  イ 児童館・プラザ拠点（社会福祉事業）

  （ア）児童館・子どもプラザ

  ウ 共同募金事業拠点（社会福祉事業）

  （ア）共同募金配分金

  エ 介護保険事業（社会福祉事業）

  （ア）介護サービス管理

  （イ）ふれあい訪問介護

  （ウ）東長野訪問介護

  （エ）安茂里訪問介護

  （オ）篠ノ井訪問介護

  （カ）戸隠訪問介護

  （キ）鬼無里訪問介護

  （ク）信州新町訪問介護

  （ケ）中条訪問介護
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  （コ）三陽デイサービス

  （サ）柳町デイサービス

  （シ）吉田デイサービス

  （ス）安茂里デイサービス

  （セ）篠ノ井デイサービス

  （ソ）氷鉋デイサービス

  （タ）戸隠デイサービス

  （チ）鬼無里デイサービス

  （ツ）大岡デイサービス

  （テ）中条デイサービス

  （ト）鬼無里短期入所

  （ナ）大岡短期入所

  （ニ）鬼無里グループホーム

  オ 受託・指定管理事業拠点（公益事業）

  （ア）高齢者生活福祉センター

  （イ）高齢者共同生活支援施設

  （ウ）配食サービス

  （エ）公共交通バス

  （オ）ふれあい福祉センター

  （カ）地域包括支援センター安茂里

  （キ）地域包括支援センター吉田

  （ク）生活困窮者自立支援

  （ケ）ささえあいセンター

  カ 介護保険事業（公益事業）

  （ア）ふれあい居宅介護支援

  （イ）三陽居宅介護支援

  （ウ）吉田居宅介護支援

  （エ）安茂里居宅介護支援

  （オ）篠ノ井居宅介護支援

  （カ）豊野居宅介護支援

  （キ）鬼無里居宅介護支援

  （ク）大岡居宅介護支援

  （ケ）信州新町居宅介護支援

  （コ）中条居宅介護支援

  （サ）戸隠訪問看護
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６ 基本財産の増減の内容及び金額

 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

定期預金 10,000,000 0 0 10,000,000 
合 計 10,000,000 0 0 10,000,000 

７ 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第３章第４(４)及び(６)関係）
 該当なし

８ 担保に供している資産

 該当なし

９ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

項  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建物付属設備 15,183,308 12,032,746 3,150,562 
車輌運搬具 8,424,094 8,225,005 199,089 
器具及び備品 114,637,892 76,540,797 38,097,095 
有形リース資産 3,500,000 700,000 2,800,000 

合  計 141,745,294 97,498,548 44,246,746 

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

  （単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益 

第 174 回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,146,000 146,000 
第 176 回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,200,000 200,000 
大阪府公募公債第 427 回 30,000,000 30,300,000 300,000 
利付国庫債券（10年）第 323 回 40,000,000 40,936,000 936,000 
利付国庫債券（10年）第 317 回 30,000,000 30,555,000 555,000 
利付国庫債券（10年）第 312 回 10,000,000 10,101,000 101,000 
第 167 回共同発行市場公募地方債 30,000,000 30,408,000 408,000 
利付国庫債券（20年）第 161 回 20,000,000 21,034,000 1,034,000 
利付国庫債券（20年）第 161 回 33,150,000 34,863,855 1,713,855 
利付国庫債券（20年）第 165 回 5,000,000 5,181,500 181,500 
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利付国庫債券（20年）第 165 回 50,000,000 51,815,000 1,815,000 
合  計 288,150,000 295,540,355 7,390,355 

11 関連当事者との取引の内容
 該当なし

12 重要な偶発債務
 該当なし

13 重要な後発事象
 該当なし

14 その他資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項

 （１）リース取引に関する注記

   ア 所有権移転外ファイナンスリース取引

    （ア）有形リース資産の内容

        会計システム サーバーシステムである。 

（２）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済の年金資産額 58,848,436円
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計算書類に対する注記（地域福祉活動拠点）

１ 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

 ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

 イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

  ア 建物付属設備、車輌運搬具、器具及び備品：定額法

  イ リース資産

  （ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

    自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

  （イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

    なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のもの
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（３）引当金の計上基準

  ア 退職給付引当金：期末に在籍する全職員が自己都合により退職した場合の要支給額

  イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

    引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

２ 重要な会計方針の変更

 該当なし

３ 採用する退職給付制度

（１）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（２）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（３）社会福祉施設職員等退職手当共済

４ 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）地域福祉活動拠点計算書類（第 1号第 4、第 2号第 4、第 3号第 4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑩)及び(⑪)）
  ア 法人運営

  イ 広報啓発

  ウ 地域たすけあい

  エ 介護者支援

  オ 日常生活自立支援
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  カ 暮らしのあんしんサービス

  キ 福祉総合相談

  ク 成年後見支援センター

  ケ 地域福祉計画推進

  コ ボランティアセンター

  サ 老人福祉センター

  シ 生活福祉資金

  ス 助け合い資金貸付

  セ 退職手当積立基金

  ソ ふれあい福祉基金

  タ ボランティア活動振興基金

  チ 地域福祉課みなみ出張所

５ 基本財産の増減の内容及び金額

 該当なし

６ 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第３章第４(４)及び(６)関係） 
 該当なし

７ 担保に供している資産

 該当なし

８ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

単位：円 

項  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

車輌運搬具 4,062,282 3,938,944 123,338 
器具及び備品 11,394,136 8,018,963 3,375,173 
有形リース資産 3,500,000 700,000 2,800,000 
合  計 18,956,418 12,657,907 6,298,511 
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９ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  

（単位：円） 

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益 

利付国庫債券（10年）第 312 回 10,000,000 10,239,000 239,000 
利付国庫債券（10年）第 317 回 30,000,000 30,960,000 960,000 
利付国庫債券（10年）第 323 回 40,000,000 41,420,000 1,420,000 
政府保証第 6回地方公営企業等金融機構債券 20,000,000 20,186,000 186,000 
政府保証第 7回地方公営企業等金融機構債券 30,000,000 30,021,000 21,000 
第 167 回共同発行市場公募地方債 30,000,000 30,543,000 543,000 
利付国庫債券（20 年）第 161 回 20,000,000 21,164,000 1,164,000 
利付国庫債券（20 年）第 161 回 33,150,000 35,079,330 1,929,330 
第 174 回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,206,000 206,000 
第 176 回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,264,000 264,000 
大阪府公募公債第 427 回 30,000,000 30,366,000 366,000 
利付国庫債券（20年）第 165 回 5,000,000 5,177,000 177,000 
利付国庫債券（20年）第 165 回 50,000,000 51,770,000 1,770,000 

合  計 338,150,000 347,395,330 9,245,330 

10 重要な後発事象
 該当なし

11 その他資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするた
めに必要な事項

 （１）リース取引に関する注記

   ア 所有権移転外ファイナンスリース取引

    （ア）有形リース資産の内容

        会計システム サーバーシステムである。
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計算書類に対する注記（児童館・プラザ拠点）

１ 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

 ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

 イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

  ア 建物付属設備、車輌運搬具、器具及び備品：定額法

  イ リース資産

  （ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

    自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

  （イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

    なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のもの
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（３）引当金の計上基準

  ア 退職給付引当金：期末に在籍する全職員が自己都合により退職した場合の要支給額

  イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

    引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

２ 重要な会計方針の変更

 該当なし

３ 採用する退職給付制度

（１）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（２）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（３）社会福祉施設職員等退職手当共済

４ 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）児童館・プラザ拠点計算書類（第 1号第 4、第 2号第 4、第 3号第 4様式）
拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑩)及び(⑪)）につい
ては、拠点区分に１つのサービス区分しか存在しないため、作成を省略した。

５ 基本財産の増減の内容及び金額

 該当なし
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６ 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第３章第４(４)及び(６)関係） 
 該当なし

７ 担保に供している資産

 該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

単位：円 

項  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

器具及び備品 7,524,000 250,743 7,273,257 
合  計 7,524,000 250,743 7,273,257 

９ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

 該当なし

10 重要な後発事象
 該当なし

11 その他資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするた
めに必要な事項

 該当なし
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計算書類に対する注記（共同募金事業拠点）

１ 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

 ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

 イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

  ア 建物付属設備、車輌運搬具、器具及び備品：定額法

  イ リース資産

  （ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

    自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

  （イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

    なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のもの
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（３）引当金の計上基準

  ア 退職給付引当金：期末に在籍する全職員が自己都合により退職した場合の要支給額

  イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

    引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

２ 重要な会計方針の変更

 該当なし

３ 採用する退職給付制度

（１）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（２）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（３）社会福祉施設職員等退職手当共済

４ 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）共同募金事業拠点計算書類（第 1号第 4、第 2号第 4、第 3号第 4様式）
拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑩)及び(⑪)）につい
ては、拠点区分に１つのサービス区分しか存在しないため、作成を省略した。

５ 基本財産の増減の内容及び金額

 該当なし
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６ 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第３章第４(４)及び(６)関係） 
 該当なし

７ 担保に供している資産

 該当なし

８ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

単位：円 

項  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

車輌運搬具 3,444,435 3,444,432 3 
合  計 3,444,435 3,444,432 3 

９ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

 該当なし

10 重要な後発事象
 該当なし

11 その他資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするた
めに必要な事項

 該当なし
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